
 

 

別 表 ３ 

指定訪問介護事業者の指定に係る申請書類 

公開しないことと決定した部分  

分 類 及 び 説 明 

 

文書の名称又は記載されている主な情報 上記のうち、異議申立ての対象となる部分 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 管理者の「住所」 

・ 主なサービス提供責任者の「氏名」及

び「住所」 

・ 法人の代表者の印影 

 

 

申請書及び付表 

 

 

・ 指定訪問介護事業者の指定を受ける

ための申請書及びその付表。 

 

① 申請書 

・ 事業所の名称及び所在地 

・ 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並

びにその代表者の氏名及び住所 

・ 事業開始予定年月日 

・ 申請者である法人の代表者の印影 

② 付表「訪問介護事業者の指定に係る記載事項」 

・ 事業所の管理者及び主なサービス提供責任

者の氏名及び住所 

・ 訪問介護員等の人数（専従・兼務、常勤・

非常勤の別、常勤換算後の人数） 

・ 主な掲示事項（営業日、営業時間、通常の

事業実施地域など） 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記のうち、次の情報が記載された部分 

・ 主なサービス提供責任者の「氏名」 

 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 管理者の「生年月日」、「住所」、「電話

番号」、「主な職歴等のうち、過去の職歴

に係る勤務先、職務内容及び年月に関す

る部分」、「取得資格の種類及び取得年

月」及び「学歴」 

・ サービス提供責任者の「氏名」、「生年

月日」、「住所」、「電話番号」、「本籍地」、

「主な職歴等のうち、過去の勤務先等」、

「各資格等に係る番号」及び「実務経験

を行った施設又は事業所名が特定され

得る部分」 

・ 法人の代表者の印影 

 

 

事業所の管理者

経歴書及びサー

ビス提供責任者

の経歴書 

 

 

・ 介護保険法施行規則（平成１２年３

月厚生省令第２５号による改正前の施

行規則）（以下この表において「施行規

則」という。）第１１４条第６号の「事

業所の管理者及びサービス提供責任者

の氏名、経歴及び住所」を記載したも

のとして提出が義務付けられている書

類。 

・ サービス提供責任者の経歴書につい

ては、職務に関連する資格を証する書

類として、介護福祉士登録証、ホーム

ヘルパー養成研修修了証明書及び実務

経験証明書が添付されている。 

 

① 経歴書 

・ 管理者及びサービス提供責任者の氏名、生

年月日、住所、電話番号、主な職歴等、職務

に関連する資格として記載された資格の種

類、その取得年月及び学歴等 

② 介護福祉士登録証 

 ・ 登録を受けた者に係る氏名、本籍地、生年

月日、登録年月日、登録番号等 

・ 厚生大臣の印影 

③ ホームヘルパー養成研修修了証明書 

 ・ 証明を受けた者に係る氏名、生年月日、番

号、修了した研修の課程の名称 

 ・ 証明者の名称、代表者の氏名及び代表者の

印影 

 ・申請者である法人の代表者の印影 

④ 実務経験証明書 

 ・ 証明を受けた者に係る氏名、生年月日、住

所、実務経験を行った施設の名称、就業期間

及びそのうち介護等の業務に従事した日数等 

 ・証明者の代表者の印影 

 

 

 

 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記のうち、次の情報が記載された部分 

・ 管理者の「生年月日」、「主な職歴等の

うち、過去の職歴に係る勤務先、職務内

容及び年月に関する部分」、「取得資格の

種類及び取得年月」及び「学歴」 

・ サービス提供責任者の「氏名」、「生年

月日」、「主な職歴等のうち、過去の勤務

先等」、「各資格等に係る番号」及び「実

務経験を行った施設又は事業所名が特

定され得る部分」 

 



 

 

公開しないことと決定した部分  

分 類 及 び 説 明 

 

文書の名称又は記載されている主な情報 上記のうち、異議申立ての対象となる部分 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・サービス提供責任者、訪問介護員等及び

事務員の「氏名」 

 

 

従業者の勤務の

体制及び勤務形

態一覧表 

 

 

・ 施行規則第１１４条第９号の「当該

申請に係る事業に係る従業者の勤務の

体制及び勤務形態」を記載した書類と

して提出が義務付けられているもの。 

・ 平成１２年４月分の日々の従業者の

勤務体制等が表形式で記載されてい

る。 

 

 

・ 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等

及び事務員の職種とそれぞれの従業者の氏名 

・ 各人ごとの勤務形態（常勤で専従、常勤で兼

務、常勤以外で専従、常勤以外で兼務の別） 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 なし 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ サービス提供責任者、訪問介護員等及

び事務員の「氏名」 

 

 

事業所の組織体

制図 

 

 

 

 

・ 実施機関が事業所の組織体制を把握

するため、施行規則第１１４条第１１

号の規定に基づき「その他指定に関し

必要と認める事項」として提出を求め

た書類。 

・ 事業所の組織体制を図式化したもの。 

 

・ 管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等

及び事務員の氏名 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記公開しないことと決定した部分 

 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 訪問介護員等の「氏名」、「本籍地」、「生

年月日」及び「各資格等に係る番号」 

・ 法人の代表者の印影 

 

 

訪問介護員等の

資格を証する書

類 

 

 

 

・ 実施機関が申請者に対し、その従業

者が介護保険法第７条第６項（訪問介

護の定義）に定める「介護福祉士その

他政令で定める者」に該当しているこ

とを確認するために、施行規則第 

１１４条第１１号の規定に基づき提出

を求めた書類。 

・ 概ね介護福祉士登録証及びホームヘ

ルパー養成研修修了証書の２種類に分

類される。 

 

 

① 介護福祉士登録証等 

 ・ 登録を受けた者に係る氏名、本籍地、生年

月日、登録年月日、登録番号等 

 ・ 厚生大臣等の印影 

② ホームヘルパー養成研修修了証書 

 ・ 証明を受けた者に係る氏名、生年月日、番

号、修了した研修の課程の名称 

 ・ 証明者の名称、代表者の氏名及び代表者の

印影 

 ・ 申請者である法人の代表者の印影 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記のうち、次の情報が記載された部分 

・ 訪問介護員等の「氏名」、「生年月日」

及び「各資格等に係る番号」 

 

 

事業所の平面図 

 

 

・ 施行規則第１１４条第５号の規定に

基づき提出が義務付けられている書

類。 

 

・ 事業所の平面図（事業所内の写真添付） 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 なし 



 

 

公開しないことと決定した部分  

分 類 及 び 説 明 

 

文書の名称又は記載されている主な情報 上記のうち、異議申立ての対象となる部分 

 

運営規程 

 

・ 施行規則第１１４条第７号の規定に

基づき提出が義務付けられている指定

訪問介護事業に係る運営規程。 

 

・ 事業の目的、運営の方針、事業の運営 

・ 職員の職種、員数及び職務内容 

・ 営業日及び営業時間 

・ 訪問介護の内容 

・ 利用料等 

・ 通常の事業の実施地域 

・ 緊急時等における対応方法、苦情処理等 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 なし 

 

 

 

 

 

 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 担当者である訪問介護員等の「氏名」 

 

 

利用者からの苦

情を処理するた

めに講ずる措置

の概要 

 

・ 施行規則第１１４条第８号の規定に

基づき提出が義務付けられている書

類。 

 

・ 措置の概要 

・ 担当者である訪問介護員等の氏名及びその資

格 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記公開しないことと決定した部分 

 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 「事業の内容」 

・ 「事業実施の予定時期（期間）」 

・ 「利用者の推定数及び通常の事業地域

内外比率」 

 

 

事業計画書 

 

・ 実施機関が、申請者が厚生省令であ

る「指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準」（以下この

表において「指定居宅サービス事業人

員等基準」という。）に従って適正な指

定訪問介護事業を行えるかどうかを把

握するために施行規則第１１４条第 

１１号の規定に基づき提出を求めた書

類。 

・ 平成１２年度における指定訪問介護

事業に係る事業計画の内容が、右記の

各項目別に記載されている。 

 

 

・ 「事業の内容」 

・ 「事業実施の予定時期（期間）」 

・ 「従業者等の予定人員」 

・ 「利用者の推定数及び通常の事業地域内外比

率」 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記公開しないことと決定した部分 

 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分を除く部分 

・ 項目及び合計欄に記載された情報 

 

収支予算書 

 

・ 実施機関が、申請者が「指定居宅サ

ービス事業人員等基準」に従って適正

な指定訪問介護事業が行えるかどうか

を把握するために施行規則第１１４条

第１１号の規定に基づき提出を求めた

書類。 

・ 平成１２年度における指定訪問介護

事業に係る収支予算が収入、支出別に

記載されている。 

 

 

・ 収入、支出別の項目名及び各項目ごとの具体

的な金額（申請者によっては、これらに加え、

各金額の内訳や詳細な説明が記載されている。） 

 

 

 

 

 

 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 上記公開しないことと決定した部分 

 

 

 

 

 



 

 

公開しないことと決定した部分  

分 類 及 び 説 明 

 

文書の名称又は記載されている主な情報 上記のうち、異議申立ての対象となる部分 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 法人の代表者の印影 

 

 

当該申請に係る

事業に係る資産

の状況を表す資

料等 

 

 

・ 施行規則第１１４条第１０号の「当

該申請に係る事業に係る資産の状況」

を表すものとして提出が義務付けら

れている書類。 

・ 社会福祉法人である２法人について

は、平成１０年度末現在の財産目録が

提出されている。 

・ 株式会社である１法人については、

平成１０年度末現在の貸借対照表が

提出され、参考資料として、平成１０

年度における損益計算書が添付され

ている。 

 

・ 財産目録 

・ 貸借対照表 

・ 損益計算書 

・ 申請者である法人の代表者の印影 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 なし 

 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 法人の代表者及び理事等の印影 

・ 議事録の陪席者の氏名 

 

 

申請者の定款、

登記簿謄本、履

歴事項全部証明

書及び当該申請

者が指定訪問介

護事業を行うこ

とを決定したこ

とを証する議事

録 

 

・ 施行規則第１１４条第４号の「申請

者の定款、寄付行為等及びその登記簿

の謄本又は条例等」として提出が義務

付けられている書類。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 申請者の定款、登記簿謄本、履歴事項全部

証明書 

・ 当該申請者が指定訪問介護事業を行うこと

を決定したことを証する議事録 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 なし 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 左欄の文書のうち、次の情報が記載され

た部分 

・ 法人の代表者の印影 

 

 

賠償責任保険証

券等 

 

・ 事故発生時における対応を処理する

ために講じる措置の概要として、施行

規則第１１４条第１１号の規定に基

づき提出を求めた書類。 

 

 

・ 各法人が加入している損害賠償保険の保険

証券等 

 

［異議申立ての対象となる部分］ 

 なし 

 

 

その他 

  

・ 事業所のパンフレットの写し 

・ 最寄駅から事業所への案内図 

 

［公開しないことと決定した部分］ 

 なし 

 

 

 

 


